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(57)【要約】
【課題】　本発明は、疎水性繊維に優れた制電性及び繰り返し透水性を同時に付与するこ
とができる繊維用処理剤を提供することを目的とする。
【解決手段】　両性界面活性剤（Ａ）と、ＨＬＢが３．０～１０．０の非イオン性化合物
（Ｂ）とを含有する透水性付与剤であって、（Ａ）と（Ｂ）の含有重量比（Ａ）／（Ｂ）
が５／９５～５０／５０である透水性付与剤を用いる。非イオン性化合物（Ｂ）は、多価
アルコールのアルキレンオキサイド付加物（Ｂ１）、多価アルコールのアルキレンオキサ
イド付加物の脂肪酸エステル（Ｂ２）、及び多価アルコールの脂肪酸エステル（Ｂ３）か
らなる群より選ばれる１種以上が好ましい。
【選択図】　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
両性界面活性剤（Ａ）と、ＨＬＢが３．０～１０．０の非イオン性化合物（Ｂ）とを含有
する透水性付与剤であって、（Ａ）と（Ｂ）の含有重量比（Ａ）／（Ｂ）が、５／９５～
５０／５０である透水性付与剤。
【請求項２】
　非イオン性化合物（Ｂ）が、多価アルコールのアルキレンオキサイド付加物（Ｂ１）、
多価アルコールのアルキレンオキサイド付加物の脂肪酸エステル（Ｂ２）、及び多価アル
コールの脂肪酸エステル（Ｂ３）からなる群より選ばれる１種以上である請求項１に記載
の透水性付与剤。
【請求項３】
　両性界面活性剤（Ａ）が、炭素数６～１８のアルキル基もしくはアルケニル基を有した
ベタイン型両性界面活性剤（Ａ１）又はアミノ酸型両性界面活性剤（Ａ２）である請求項
１又は２に記載の透水性付与剤。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の透水性付与剤が付着されてなる繊維であって、前記（
Ａ）と前記（Ｂ）との合計付着量が、繊維の重量に基づいて、０．０５～２重量％である
繊維。
【請求項５】
　請求項４に記載の繊維を用いた不織布。
【請求項６】
　請求項５に記載の不織布からなる表面材を用いた吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紙おむつや生理用品等の吸収性物品のトップシートに用いられる疎水性繊維に
好適な透水性付与剤に関する。詳しくは、疎水性繊維に対して優れた制電性及び繰り返し
透水性を付与する透水性付与剤に関する。　
【背景技術】
【０００２】
一般に、紙おむつや生理用品等の吸収性物品は、液透過性のトップシートと液不透過性の
バックシートの間に、綿状パルプ、高吸収性高分子物質等からなる吸収体を配置した構成
になっている。
尿や体液はトップシートを通って吸収体に吸収される。この時、不快感を回避するために
、尿や体液が完全に吸収されるまでの時間が極めて短いこと、吸収体から表面への尿や体
液の液戻りが少ないことが必要である。更に僅か１回から２回の尿や体液の吸収によって
トップシート上の処理剤が流出して透水性が急激に低下するのは、紙おむつや生理用品の
取り替え回数が増すことになって好ましくないので、繰り返し透水性のある透水性付与剤
が要求されている。
【０００３】
たとえば、特許文献１ではアルキルリン酸エステル塩とポリエーテル変性シリコーンを併
用する方法が提案されており、特許文献２ではデンプン及び／又はセルロース誘導体と水
溶性エチレン性不飽和単量体との混合物を使用する方法が開示されている。
【０００４】
しかしながら、近年、紙おむつや生理用品等、繰り返し体液を吸収させる吸収体の性能向
上の要望が強くなり、さらに吸収回数を増やす要望が出てきたため、特許文献１，２の透
水性付与剤を用いた繊維からなるトップシートでは透水性、耐久透水性、液戻り防止性が
十分でない。
さらに、カード法によって不織布を加工する場合、カード通過性を損なわないために静電
防止機能を同時に付与しなければならないが、その制電性においても不十分という問題が
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ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－８２９６１号公報
【特許文献２】特開２００２－８８６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、疎水性の繊維に優れた制電性及び繰り返し透水性を同時に付与することがで
きる透水性付与剤を提供することを目的とする。　
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記の目的を達成するべく検討を行った結果、本発明に到達した。
　すなわち、本発明は、両性界面活性剤（Ａ）と、ＨＬＢが３．０～１０．０の非イオン
性化合物（Ｂ）とを含有する透水性付与剤であって、（Ａ）と（Ｂ）の含有重量比（Ａ）
／（Ｂ）が５／９５～５０／５０である透水性付与剤である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の透水性付与剤が付着された繊維は制電性に優れていると同時に、透水性付与剤
が付着された繊維を使用した不織布は繰り返し透水性に優れているという効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明の透水性付与剤は、両性界面活性剤（Ａ）と、ＨＬＢが３．０～１０．０の非イオ
ン性化合物（Ｂ）とを含有し、（Ａ）と（Ｂ）の含有重量比（Ａ）／（Ｂ）が５／９５～
５０／５０であることを特徴とする。
【００１０】
本発明の透水性付与剤は、制電性向上の観点から、両性界面活性剤（Ａ）を含有すること
が必要である。
透水性付与剤が（Ａ）を含有しない場合には、制電性が悪化し不織布製造工程において不
具合が生じる。
【００１１】
　本発明の透水性付与剤に添加する両性界面活性剤（Ａ）としては、制電性の観点から、
ベタイン型両性界面活性剤（Ａ１）、アミノ酸型両性界面活性剤（Ａ２）が挙げられる。
【００１２】
ベタイン型両性界面活性剤（Ａ１）としては、制電性の観点から、炭素数６～１８のアル
キル基もしくはアルケニル基を有したベタイン型両性界面活性剤を使用するのが好ましい
。さらに好ましい炭素数は８～１８である。
ベタイン型両性界面活性剤（Ａ１）の具体例としては、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルジメ
チルアミノ酢酸ベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ステアリルジメチルア
ミノ酢酸ベタイン等が挙げられる。
【００１３】
アミノ酸型両性界面活性剤（Ａ２）の具体例としては、オクチルアミノプロピオン酸ナト
リウム、ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム、ヤシ油アルキルアミノプロピオン酸ナ
トリウム、ミリスチルアミノプロピオン酸ナトリウム、パルミチルアミノプロピオン酸ナ
トリウム、ステアリルアミノプロピオン酸ナトリウム、ラウリルアミノ酢酸ナトリウムお
よびラウリルアミノ酪酸ナトリウム等が挙げられる。
【００１４】
本発明の透水性付与剤に添加する非イオン界面活性剤（Ｂ）としては、繰り返し透水性向
上の観点から、多価アルコール型非イオン界面活性剤が挙げられる。
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例えば、多価アルコールのアルキレンオキサイド付加物（Ｂ１）、多価アルコールのアル
キレンオキサイド付加物の脂肪酸エステル（Ｂ２）、及び多価アルコールの脂肪酸エステ
ル（Ｂ３）が挙げられる。
【００１５】
（Ｂ１）～（Ｂ３）で共通する多価アルコールとしては、２～６価のアルコールが挙げら
れる。
２価のアルコールとして、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－及び１
，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール等が挙げら
れる。
３価のアルコールとして、グリセリン、１，２，３－ブタントリオール、１，２，４－ブ
タントリオール、１，２，３－ペンタントリオール、１，２，４－ペンタントリオール、
２－メチル－１，２，３－プロパントリオール、２－メチル－２，３，４－ブタントリオ
ール、２－エチル－１，２，３－ブタントリオール、２，３，４－ペンタントリオール、
３－メチルペンタン－１，３，５－トリオール、２，４－ジメチル－２，３，４－ペンタ
ントリオール、２，３，４－ヘキサントリオール、４－プロピル－３，４，５－ヘプタン
トリオール、１，３，５－シクロヘキサントリオール、ペンタメチルグリセリン、トリメ
チロールエタン、トリメチロールプロパン、ネオペンチルグリコール等が挙げられる。
【００１６】
４価のアルコールとして、１，２，３，４－ブタンテトラオール、ペンタエリスリトール
、ジグリセリン、ソルビタン、リボース、アラビノース、キシロース等が挙げられる。
　５価のアルコールとして、アラビトール、キシリトール、グルコース、フルクトース、
ガラクトース、マンノース、アロース、グロース、イドース、タロースなどが挙げられる
。
　６価のアルコールとして、ジペンタエリスリトール、ソルビトール、ガラクチトール、
マンニトール、アリトール、イジトール、タリトール、イノシトール、クエルシトール等
が挙げられる。
その他の多価アルコールとしては、ひまし油、硬化ひまし油等の動植物油脂や糖類が挙げ
られる。
糖類としては、単糖類、二糖類、三糖類及び多糖類が挙げられるが、このうち、ニ糖類が
好ましい。二糖類としては、ショ糖、ラクトース、マルトース、トレハロース、ツラノー
ス及びセロビオース等が挙げられる。
【００１７】
　これらのうち、水への繰り返し透水性の観点から、原料の多価アルコールとしては、グ
リセリン、トリメチロールプロパン、ひまし油、硬化ひまし油、ネオペンチルグリコール
、ペンタエリスリトール、ソルビタン、ソルビトール及びショ糖が好ましく、トリメチロ
ールプロパン及びペンタエリスリトールが更に好ましい。
【００１８】
　多価アルコールのアルキレンオキサイド付加物（Ｂ１）は、上記の多価アルコールにア
ルキレンオキサイドが付加したものである。アルキレンオキサイドとしては、炭素数が２
～４個のアルキレンオキサイドが挙げられ、エチレンオキサイド（ＥＯ）、プロピレンオ
キサイド（ＰＯ）がブロック重合又はランダム重合したものが挙げられる。これらのうち
好ましいのはＥＯである。
【００１９】
多価アルコールのアルキレンオキサイド付加物の脂肪酸エステル（Ｂ２）は、上記の（Ｂ
１）と脂肪酸のエステル化反応物である。
原料の脂肪酸としては、炭素数８～２４の脂肪族カルボン酸[脂肪族飽和カルボン酸（カ
プリル酸、２－エチルヘキサン酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリン酸、トリデカン
酸、イソトリデカン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸及びイソステアリン
酸等）、脂肪族不飽和カルボン酸（オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、リシノール酸
、ひまし油脂肪酸及び硬化ひまし油脂肪酸等）]等が挙げられる。
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（Ｂ２）の具体例として、ヒマシ油ＥＯ２５モル付加物のオレイン酸エステル、硬化ヒマ
シ油ＥＯ２０モル付加物のオレイン酸エステル、ヒマシ油ＥＯ２５モル付加物の牛脂脂肪
酸エステル、硬化ヒマシ油のＥＯ２５モル付加物とマレイン酸とステアリン酸とのポリエ
ステル（数平均分子量；６０００）等が挙げられる。
【００２０】
　多価アルコールの脂肪酸エステル（Ｂ３）は、上記の多価アルコールと脂肪酸のエステ
ル化反応物である。
　原料の脂肪酸としては、（Ｂ２）の説明で例示した脂肪酸が挙げられる。
　（Ｂ３）の具体例として、グリセリンの菜種油脂肪酸エステル、グリセリンの牛脂脂肪
酸エステル等が挙げられる。
【００２１】
本発明の透水性付与剤に添加する非イオン界面活性剤（Ｂ）のＨＬＢとしては、繰り返し
透水性の観点から、３．０～１０．０であることが必要であり、好ましくは３．０～８．
０であり、さらに好ましくは３．５～７．０である。
【００２２】
　なお、本発明のＨＬＢは、下記の通りの有機概念図に基づくＨＬＢ（無機性／有機性）
で計算方法による。
 　たとえば「乳化・可溶化の技術」〔昭和５１年、工業図書（株）〕に記載されている
。また、ＨＬＢを導き出すための有機性値および無機性値の算出については「有機概念図
－基礎と応用－」〔昭和５９年、三共出版（株）〕記載の無機性基表（昭和４９年、藤田
らの報告値）を用いて行える。
【００２３】
　本発明の透水性付与剤中の（Ａ）成分と前記（Ｂ）成分の含有比率（Ａ）／（Ｂ）は、
制電性および繰り返し透水性の観点から、重量比で５／９５～５０／５０である必要があ
る。好ましくは１０／９０～４０／６０である。
【００２４】
　処理前の元の繊維が疎水性であっても、本発明の透水性付与剤で処理することにより、
その繊維の表面に透水性を付与することができる。
疎水性の繊維に透水性付与剤を付着させる方法には特に制限はなく、紡糸、延伸などの任
意の工程で、オイリングロール法、浸漬法、噴霧法などの通常用いられる方法を利用する
ことができる。
　透水性付与剤の付着量は、繊維重量に基づいて、固形分として好ましくは０．０５～２
重量％であり、更に好ましくは０．２～２重量％である。
　本発明の透水性付与剤を付着させることで、疎水性の繊維に耐久的な透水性を付与し、
本発明の透水性の繊維とすることができる。
【００２５】
　本発明の透水性付与剤が付着されてなる透水性の繊維を用いた繊維形態は、布状の形状
のものが好ましく、織物、編物、不織布等が挙げられる。また、混綿、混紡、混繊、交編
、交織などの方法で混合した繊維を布状として使用してもよい。これらの中では、本発明
の透水性付与剤が付着されてなる繊維として不織布が好ましい。
【００２６】
　不織布に適用する場合、本発明の透水性付与剤を処理した短繊維を、乾式又は湿式法で
繊維積層体とした後、加熱ロールで圧着したり、空気加熱で融着したり、高圧水流で繊維
を交絡させ不織布としてもよいし、スパンボンド法、メルトブローン法、フラッシュ紡糸
法等によって得られた不織布に、本発明の透水性付与剤を付着させてもよい。
【００２７】
　本発明の透水性繊維、及びそれを用いた不織布は、吸水性物品の表面材、とくに紙おむ
つ、生理用ナプキン等の衛生材料の表面材として好適に用いられる。
　また、セカンドシート、吸水体、工業用又は医療用のワイパー、吸収パッド、及び透水
シート等に利用することもできる。
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【実施例】
【００２８】
　以下、実施例及び比較例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれらに限定され
るものではない。以下、特に定めない限り、％は重量％、部は重量部を示す。
【００２９】
実施例１～３及び比較例１～５
表１に記載した重量部の各成分を、２５℃で３０分間撹拌して透水性付与剤（実施例１～
３、比較例１～５）を作製した。
【００３０】
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【表１】

【００３１】
なお、表１中の各成分の略称は以下のとおりである。
（Ａ－１）：ヤシ油脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン
（Ｂ－１）：トリメチロールプロパンのＰＯ７０モルＥＯ２０モルブロック付加物、ＨＬ



(8) JP 2018-178331 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

Ｂが６．７
（Ｂ－２）：硬化ヒマシ油のＥＯ２０モル付加物トリオレート、ＨＬＢが６．４
（Ｂ－３）：グリセリンの菜種油脂肪酸エステル、ＨＬＢが３．５
（Ｂ’－１）：ソルビタントリオレート、ＨＬＢが２．６
（Ｂ’－２）：ヒマシ油のＥＯ４０モル付加物、ＨＬＢが１２．９
【００３２】
疎水性繊維への透水性付与剤の処理
得られた実施例１～３及び比較例１～５の透水性付与剤をそれぞれ２５℃の温水で、１．
０重量％となるように希釈して透水性付与剤希釈液を得た。
ポリエステル系繊維に、透水性付与剤希釈液を０．５％付着量となるようにスプレー給油
法で給油した。その後、循風乾燥機で８０℃、１時間乾燥し、室温で８時間以上放置して
乾燥させ、処理済みポリエステル系繊維を得た。
得られた処理済みポリエステル系繊維について、下記に示す方法で制電性を評価した。そ
の結果を表１に示す。
【００３３】
［制電性の評価方法］
  前記の処理済みポリエステル系繊維１０ｇを、２０℃で４０％ＲＨの恒温室内で２４時
間調湿した後、超絶縁計ＳＭ－５Ｅ型を用いて、２０℃、４０％ＲＨの雰囲気下での漏洩
抵抗を測定した。下記の判定基準で制電性を評価した。
【００３４】
制電性の判定基準
  ◎：表面抵抗が１．０×１０９Ω未満
  〇：表面抵抗が１．０×１０９Ω以上１．０×１０１０Ω未満
  ×：表面抵抗が１．０×１０１０Ω以上
【００３５】
透水性付与剤が付着した不織布の作製
前記の処理済みポリエステル系繊維をローラーカード機に通してウェッブを作製し、通気
式加熱乾燥機に通して不織布を作製した。
得られた不織布について、透水性と通液性を以下の方法で測定した。その結果を表１に示
す。
【００３６】
［不織布の透水性の評価方法］
（１）初回の透水性の評価方法
不織布を濾紙（東洋濾紙、Ｎｏ．５）の上に重ね、不織布表面から１０ｍｍの高さに設置
したビューレットより１滴（約０．０５ｍｌ）の生理食塩水を滴下して、不織布表面から
水滴が消失するまでの時間（秒）を測定する。
不織布表面にマーキングペンで点を１０箇所うち、この１０箇所で測定を行って５秒未満
に生理食塩水の消失する箇所の個数を表示する。
この個数が９個以上であれば不織布の初期透水性に優れる。
【００３７】
［不織布の繰り返し透水性の評価方法］
（２）２～４回目の繰り返し透水性の評価方法
上記の不織布の透水性の試験方法を行った不織布を５分間静置した後、不織布表面１０箇
所のマーキング箇所に、再び１滴ずつの生理食塩水を滴下してその消失時間を１０箇所毎
に測定し、消失時間５秒未満の箇所の個数を表示する（２回目）。
同様の作業を３回目、４回目と繰り返して行う。
この繰り返し試験では、回数を重ねても消失時間５秒未満となる箇所の個数が多い方が不
織布の繰り返し透水性に優れる。
【００３８】
［不織布の通液性の評価方法］
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（１）1回目の通液性測定
濾紙（ADVANTEC製、Ｎｏ．４２４（１０ｃｍ×１０ｃｍ））の上に試験不織布（１０ｃｍ
×１０ｃｍ）を置き、さらにアクリル製の内径３ｃｍの円柱状の筒を載せる。
筒の上から生理食塩水（ＮａＣｌ溶液）５ｍｌを注ぎ入れ、生理食塩水が不織布層を完全
に通過して濾紙に浸み込むその通過時間（秒）を測定する。通液時間が短い程、通液性に
優れる。
（２）２回目以降の通液性測定
上記の操作を１分間隔でさらに２回実施し、２回目と３回目の通液時間を測定する。通液
時間が短い程、繰り返しの通液性に優れる。
【００３９】
表１の結果から明らかなように、本発明の実施例１～３の透水性付与剤は、制電性が優れ
、また不織布への透水性、通液性も良好である。
一方、両性界面活性剤（Ａ）と、ＨＬＢが３～１０の非イオン性化合物（Ｂ）の含有比率
（Ａ）／（Ｂ）が、重量比で５／９５未満となる比較例１と２の透水性付与剤では、制電
性と通液性が低下する。
（Ａ）／（Ｂ）が５０／５０を超える比較例３の透水性付与剤、ＨＬＢが３未満の非イオ
ン性化合物（Ｂ’－１）を使用した比較例４、およびＨＬＢが１０を超える（Ｂ’－２）
を使用した比較例５の透水性付与剤では繰り返し透水性及び通液性がともに低下する。　
【産業上の利用可能性】
【００４０】
本発明の透水性繊維、及びそれを用いた不織布は、吸水性物品の表面材、とくに紙おむつ
、生理用ナプキン等の衛生材料の表面材として好適に用いられる。
また、セカンドシート、吸水体、工業用又は医療用のワイパー、吸収パッド、及び透水シ
ートなどに利用することもできる。
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